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第３回協議会（令和7年2月18日）では、清州橋通り(靖国通り以南)のバ
ス停上屋設置についてや東神田一丁目交差点の通行方法について質問や意
見について話し合いを行いました。また、植替樹種の提案を行いました。
今回は、第４回沿道協議会（令和7年8月5日）で話し合われた内容につ
いてご報告いたします。

バス停上屋設置について

(裏面もご覧ください）

＜東京都交通局意見＞
様々な利用者からのご要望もあり、都内で
は出来るだけ上屋を設置しているので、
3箇所設置したい。靖国通り側のバス停は
ガス管があり設置出来ない。

＜第4回協議会の委員のご意見＞
利用者も少ないバス停なので３箇所も不要

バス上屋設置無し

３箇所設置したい ３箇所も不要

次回協議会までに町会の意見も聞き決める

バス上屋のイメージ

意見聴取の実施について

1384通（地権者送付119通含む）配付枚数

令和7年6月19日(木)配付日

令和7年7月14日(月)回答締切

181通（地権者回答23通含む）回答数

13.1％（地権者回答率19.3％含む）回答率

神田豊島町会

東神田町会

現況

計画（案）

現在検討中の「清洲橋通り（靖国通りから南）整備の考え方（整備内容）」について沿道の皆様からも
ご意見をお伺い致しました。



第４回協議会で頂いた、他ご質問・ご意見と回答を以下に示します。（区：千代田区、委：委員）
①今回意見聴取を実施し、道路整備の内容について知ってもらうことができたと思う。（委）
②協議会をあと何回位行う予定でいるのか。（委）
⇒来年度からの工事を考えているので今年度中には決めていきたい。（区）
③植栽帯の中に区で管理していない樹木については、撤去する必要があるため２~３週間お知らせを掲示し
てから撤去する予定なのでご協力をお願いしたい。（区）

事務局担当
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協議会で頂いた主なご質問・ご意見

植替街路樹（案）について

＜千代田区で実績のある街路樹＞
・オウゴンモチ 【常緑樹】
・常緑ヤマボウシ 月光【常緑樹】
・サルスベリ 【落葉樹】
・ハナミズキ（赤） 【落葉樹】

回答者の分類 賛否の内訳

植樹帯にはオオムラサキツツジ等の低木を植えるのが一般的。
緑量があり、花を楽しめる一方でゴミを捨てられる問題がある。

協議の結果、
・常緑ヤマボウシ月光【常緑樹】

の方向性で引続き検討。

高木について

植樹帯について

低木（オオムラサキツツジ） 地被類（ヤブラン）

＜第4回協議会の委員のご意見＞
・植栽が無い方がスッキリしてよい。
・緑が無いと殺風景かもしれない。

次回協議会までに町会の意見も聞き決める


